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重要事項説明書 

 

１ 指定訪問介護サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 株式会社 hook in 

代 表 者 氏 名 代表取締役 赤木 裕敏 

本 社 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

岡山市北区津島東 4 丁目 2-14 

086-897-4172 

 

２ 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 Re:eight Care 

介護保険指定 

事 業 所 番 号 
3370116786（令和 4 年 10 月 1日開設） 

事業所所在地 岡山市北区津島東 4 丁目 2-14 

連 絡 先 

相談担当者名 

086-897-4172 

相談担当者：赤木 裕敏 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
岡山市 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り

居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の

質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすこ

とが出来るよう、居宅サービスを提供することを目的とします。 

運 営 の 方 針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険

法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市区町

村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を

図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、適切なサー

ビスの提供に努めます。 

 

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

営  業  日 月曜日から金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 

営 業 時 間 9 時から 18 時 

 

(4) サービス提供可能な日と時間帯 

サービス提供日 365 日 

サービス提供時間 24 時間 

 

(5) 事業所の職員体制 

管理者 赤木 裕敏 
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職 職 務 内 容 人員数 

管
理
者 

1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 

2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を 

行います。 

常勤 １名 

サ責と兼務 

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者 

1 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。 

2 訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得 

ます。利用者へ訪問介護計画を交付します。 

3 指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行 

います。 

4 訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を 

行います。 

5 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握 

します。 

6 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者 

と連携を図ります。 

7 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示 

するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 

8 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 

9 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施しま

す。 

10 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。 

11 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施しま 

す。 

１名以上 

訪
問
介
護
員 

1 訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問 

介護のサービスを提供します。 

2 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで 

介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス

提供します。 

3 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス 

提供責任者に報告を行います。 

4 サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達 

を受けます。 

常勤換算 

3 名以上 

 


